
「国民年金のしくみについて」の出前講座開催 

 

日 時：令和元年１０月２６日（土曜日）午後１時００分～午後３時。 

場 所：和泉ボランティア・市民活動センター「アイ・あいロビー」会議室 

参加者：５名、通訳者３名、市職員１名。 

 

参加者殆どは平日、障害者施設で働いているため、平日しか開講されない出前講座

を土曜日に開講していただき、メンバーたちは楽しみにしていました。 

参加者全員、積極的に質問しました。（質疑応答は下記の通り） 

 

講師は、和泉市役所室 保険年金課 年金・高齢者医療担当国民年金グループ 

総括主査 赤澤 勝氏。 

 

資料は４冊 

「障害年金ガイド」「ねんきんネット」「知っておきたい年金のはなし」 

「年金生活者 支援給付金制度のご案内」の冊子を各一部いただきました。 

 

国民年金のメリットについて、国の運営であり、長期に渡って健全で安定的な制度。

５年に一度の見直しも行っているとのこと。今年８月末に新聞でも報道されました

が、内容は「今後の運営について」です。 

 

その後、質疑応答が行われました。 

 

（Tさん質問）該当者が知り合いにいて、相談されたが、老齢基礎年金に変わらな

いといけないと言っていた。 

（回答）一般的には障害基礎年金のほうが高いので、そのまま受給される方が多い。 

    厚生年金は上乗せできるので、障害基礎年金と老齢年金をもらうことが多

い。 

（Tさん質問）そういうケースだったかもしれない。選択するには額が高い方だが、

年金事務所で教えてくれるか？ 

（回答）そうですね。 

（Yさん質問）今、６９歳で配偶者の方。６５歳で、老齢基礎年金を受けている。

その方が最近、手術して障害者になった。障害基礎年金だけか、厚生年金

ももらっているか、わからない。等級は今後、手続きするが、受け取れる

等級かは不明。もし、障害認定された場合、６９歳でも申請は可能か？ 

（回答）６９歳になってからの病気ですね。障害基礎年金は６５歳までに初診日が

ないともらえない。 

（Yさん質問）もう一つ質問があるが、遺族基礎年金はいつまで受けられるか？ 

（回答）遺族基礎年金と厚生年金はそれぞれ仕組みが違います。 



遺族基礎年金は１８歳まで、あるいは障害１、２級の２０歳未満の子ども 

がいることが前提。１８歳に到達するとその年度末で終わることにな

ります。遺族基礎年金を受給すると老齢基礎年金は停止になります。

配偶者に出るのは遺族厚生年金。配偶者の遺族厚生年金は終身で受給

できます。ご自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金は差し引きとなるの

で、遺族厚生年金が上回っている部分だけ加算されることになります。

ただ、終身です。 

（Yさん質問）受け取っているのは子どもさんですか？ 

（回答）遺族基礎年金か、厚生年金かで変わります。 

（Yさん質問）多分、通帳の記載のものを見ていると思う。証書がないので、わ 

からないが、遺族厚生年金かと思う。 

（回答）基本的に子どもなら、１８歳に到達した年度末まで。障害１、２級なら２

０歳までです。 

（Yさん質問）現在、障害者なので、保険料は免除になっている。保険料は払っ 

ていないので、どこかで遺族年金が切れるのかなと。 

（回答）遺族厚生年金は遺族基礎年金と同様で１８歳まで。障害等級１、２級 

のある方は、２０歳まで。配偶者が受給されていますか？ 

（Yさん質問）この人は現在、４２～４３歳かな。うちのグループホームの人で 

    来たときは既にお母さんが居なくて父親も脳の病気で入院中。お姉さ 

んが３年前に亡くなった。通帳の記載では「遺族」とだけ。遺族年金 

はいつまでもらえて誰のものですか？「障害」とは書いていない。 

（Tさん）ずっともらえるんじゃないか？ 

（回答）子どもは１８歳の年度末か、障害等級が２０歳までですので。 

（Yさん質問）どうしたら確認できるか？ 

（回答）記録を見るしかありません。実際に基礎年金番号で照会できます。 

（Yさん質問）遺族年金でも通知は来るか？ 

（回答）受給されている方には多分受給者には お知らせがないかもしれませ 

ん。 

（Yさん質問）障害年金はきますよね。 

（回答）給付されている方には多分・・受給者には、お知らせがないかもしれ 

ませんね。 

金額の通知は来ますね。それを確認すれば何の年金なのかわかるので 

はありませんか？ 

（Yさん）では調べます。 

（回答）今の話だけでは、ちょっとわからないのですが・・・ 

（Tさん質問）６９歳の方は老齢年金になるので、６３歳で年金をもらっていな 

い人が障害を持たれると障害年金ですね。 

（回答）  「障害年金ガイド」の４ページです。障害認定日による請求の部分です。

６５歳までに初診日があったら、そこから１年６か月後が障害認定日に



なります。ですので、６６歳以降でも請求できます。事後重症による請

求なら、もっと先になるので、６４歳で更に状態が悪くなったら、ここ

で請求することになります。繰り上げ支給していると、受給できません。 

（Oさん質問）今年１０月から消費税１０％引き上げの後のお話をもう一度聞か 

     せてください。 

（回答） 年金生活者支援給付金（「年金生活者支援給付金制度のご案内」のこと

ですか？このパンフレットを開けてください。今年１０月から消費税の

増税に伴い、年金生活者を支援するための給付金が創設されています。

老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方で、パン

フレットの真ん中のページにその要件が載っています。ページ数は書い

ておりません。それぞれの要件がありますが、障害基礎年金を受給して

いる方で、前年の所得が本人所得だけで、4,621,000 円を超えていなけ

れば障害等級 2級で月 5,000円の給付があります。この給付金も年金と

同じ偶数月に年金と合わせて支給されます。2 か月なら、1 万円が支給

されます。 

対象となる方で既に年金を受給している方で対象と見込まれる方に 

は請求書がはがきの形式で届きます。その請求書を出していただく 

ことで、この給付金を受けられます。支給の開始は今年の１０月分 

から、１０月分と１１月分が今年の１２月１５日に年金と合わせて 

もらえます。９月中には殆ど届いています。 

（Yさん質問）はがきは届いている？ 

（回答）日本年金機構から届いています。少し緑色の封筒。はがきの大きさ位のも

の。 

（Yさん質問）もし、はがきがないとか、なくしたとき、再請求は可能ですか？ 

（回答）紙の請求書がありますので、市役所での提出が可能です。請求書の提出が

遅れると支給も遅れることになります。今年１２月中に請求書を提出した

ら、１０月分にさかのぼって支給されます。１月以降に出したら、その翌

月からの支給になります。ご注意ください。 

（Hさん質問）私のところにははがき位の大きさで封筒が来ていて、返信用はが 

きにシールを貼って投函した。 

（Yさん）内容は去年の収入額を書くようになっている。 

（Hさん質問）内容も去年と変わっている。 

（Yさん）少なくとも４２０万円は殆どの人が該当すると思う。４２０万円以下。 

（回答）今は消費税がなくならない限り、恒久的な制度と言われています。 

（Yさん質問）住んでいるところが違っても同じですか？ 

（回答）全国一緒。 

（Yさん質問）離島でも都会でも同じ？ 

（回答）同じです（笑） 

（Yさん質問）障害２級より１級の方が高いね。 



（回答）障害年金を受給している人は毎年７月に所得状況届を出してもらって 

いました。２０歳前の方には、所得制限がありました。ですから届出  

 が必要でした。 

しかし、マイナンバー等の関係で別の方法で所得を把握できるように 

なり、所得状況届を出す必要がなくなりました。 

（Tさん質問）障害年金の事で糖尿病やがんになった場合、身体障害者手帳は 

発生しますか？ 

（Yさん）障害認定ですが、糖尿病はダメかな。鬱とか。糖尿病でも重篤で足を 

切るなど恒久的に続く障害なら手帳が認定されるかな。 

（Tさん質問）どちらが説明者なのかわからない（笑） 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民年金グループ総監主査 赤澤氏によりますと、 

年金生活者支援給付金の話でＹさん、Ｔさんの話で別の例を話されているのではと

思うところはありますが、そこはそのままにしています。 

「障害年金ガイド」のＱ＆Ａは使っていただいて結構です。参考までに糖尿病の認

定基準については、インシュリン治療を行っている状態だけなら３級相当とされて

いますということです。 

 

「障害年金ガイド」 

Q＆A 
障害年金の対象となる病気やけがとは 

 

Ql 障害年金の対象となる病気やけがにはどのようなものがありますか? 

 



Al  

障害年金は、年金加入中の病気やけがによって生活や仕事などが制限されるように

なった場合に、現役世代の方も含めて請求することができます。 

障害年金の対象となる病気やけがは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害

やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。 

病気やけがの主なものは次のとおりです。 

1.外部障害 

眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など 

2.精神障害 

統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など 

3.内部障害 

呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど 

 

 

障害の状態が変わったとき 

 

Q2 現在、3級の障害厚生年金を受け取っていますが、障害の状態が悪化しました。

1級または2級に障害等級を変更することはできますか? 

 

A2 

65歳になるまでに障害の状態が悪くなった場合は、年金額を改定する請求ができま

す。 

なお、過去に一度でも障害等級2級以上に該当したことのある方は、65歳を過ぎて

も年金額を改定する請求ができます。 

年金額の改定は、ご本人の請求によるほか、日本年金機構へ定期的に提出する診断

書により行われます。 

 

 

2つ以上の障害の状態になったとき 

 

Q3 2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受け取っていますが、別のけがで障害が

残りました。前後の障害をあわせて障害年金を受け取ることはできますか? 

A3 

1級・2級の障害年金を受け取っている方が、さらに別の病気やけがで1級・2級の障

害年金を受け取れるようになった場合は、前後の障害をあわせて認定し、 

1つの障害基礎年金・障害厚生年金を受け取れます。 

また、後の障害が3級以下に該当するときは、65歳になるまでに2つの障害をあわせ

て障害の状態が重くなった場合、年金額を改定する請求ができます。 

 



【障害年金ガイド】 

請求期間 

障害認定日による請求 

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年

金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。 

 

事後重症による請求 

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪

化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け

取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。 

 

 

【年金生活者支援給付金制度のご案内】 

年金生活者支援者給付金は３つの種類があります。 

①老齢基礎年金を受給している対象者には老齢年金生活者支援給付金 

②障害基礎年金を受給している対象者には障害年金生活者支援給付金 

③遺族基礎年金を受給している対象者には遺族年金生活者支援給付金 

 

（参加者の感想） 

年金の話は聞けば聞くほど難しいなあというのが率直な感想です。しかし直接年金

事務所に相談にいけばいろいろと教えてもらえると言ってもらい、とてもよかった

です。自分の年金が果たしてどうなっているのか？それも分からない状況ですが、

ねんきんネットやねんきん定期便をしっかり確認しようと思います。ありがとうご

ざいました。 

 

 


